
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

 

船 種 船 名  油送船 WOO HYEON 

ＩＭＯ番号  ９２６８６６７ 

総 ト ン 数  １,９７５トン 

   

船 種 船 名  漁船 大和丸 

漁船登録番号  ＹＧ２―７１７０ 

総 ト ン 数  ９.７トン 

  

事 故 種 類  衝突 

発 生 日 時  平成２０年１０月７日 ２２時４７分２８秒ごろ 

発 生 場 所  山口県下関市角島西方沖 

角島灯台から真方位２７２°１８.４海里付近 

（概位 北緯３４°２２.１′ 東経１３０°２８.３′） 

 

 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 油送船WOO
ウ ー

 HYEON
ヒ ョ ン

は、船長ほか１２人が乗り組み、大韓民国ウルサン港を出港し、

大分県大分港向け南東進中、漁船大
やま

和
と

丸は、船長ほか２人が乗り組み、山口県下関市

角島
つのしま

西方沖でいか一本釣り操業中、平成２０年１０月７日２２時４７分２８秒ごろ、

両船が衝突した。 

大和丸は、乗組員２人が負傷し、船首部分が切断された。WOO HYEONは、右舷船首
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部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は，平成２０年１０月８日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年１０月８日、９日、１７日 現場調査及び口述聴取 

平成２０年１０月１０日、平成２１年７月２４日、２７日、２８日 口述聴取 

平成２０年１２月４日 回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 ＡＩＳ情報の記録による運航経過 

本事故が発生するまでの経過は、海上保安庁関門海峡海上交通センター（以下

「関門マーチス」という。）が受信したWOO HYEON（以下「Ａ船」という。）の 

ＡＩＳ∗1情報の記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、次のとおりであっ

た。 

① ２２時３５分０８秒ごろ船首方位１４１°（真方位。対地針路を含め、以下

同じ。）対地針路１３８°速力１２.９ノット（kn）（対地速力、以下同

じ。）であった。 

  ② ２２時４４分５７秒ごろ船首方位１４０°対地針路１４１°速力１２.８kn

であった。 

  ③ 同４５分０８秒ごろ船首方位１３８°対地針路１３９°速力１２.８knで 

                         
∗１ 「AIS:Automatic Identification System(自動船舶識別装置)」とは、船舶の識別符号、種類、 

船名、船位、針路等に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間及び陸上局の航行援助施設等と 

の間で交換できる装置をいう。なお、船位はアンテナの位置である。 
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あった。 

  ④ 同４７分００秒ごろ船首方位１７３°対地針路１４１°速力１２.２knで 

あった。 

⑤ 同４７分１８秒ごろ船首方位１８３°対地針路１６４°速力１０.５knで 

あった。 

  ⑥ 同４７分２８秒ごろ船首方位１７４°対地針路１７７°速力１０.５knで 

あった。 

⑦ 同４７分４５秒ごろ船首方位１６９°対地針路１７３°速力１０.８knで 

あった。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 参照） 

 

2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、船橋

当直の三等航海士（以下「航海士Ａ」という。）及び甲板長（以下「甲板長Ａ」と

いう。）並びに大和丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」とい

う。）及び中央部右舷側にいた甲板員（以下「甲板員Ｂ１」という。）並びに付近

で操業していたＢ船の僚船（以下「Ｃ船」という。）の船長（以下「船長Ｃ」とい

う。）の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、平成２０年１０月７日１０時００分ごろ、船長Ａ、航海士Ａ及

び甲板長Ａほか乗組員１０人が乗り組み、大韓民国ウルサン港を出港し、

大分港に向かった。 

Ａ船は、船長Ａによる出港操船後、一等航海士、航海士Ａ、二等航海士の

順に各航海士と甲板員１人で、４時間交代の当直体制として航行した。 

航海士Ａは、１９時３０分ごろ昇橋し、船長の指示事項が記載されてい

る夜間船橋命令簿にサインをし、前直の一等航海士から当直を引き継ぎ、

航海灯の点灯を確認し、甲板長Ａと共に当直につき、１号レーダーを使用

して、引継ぎを受けた針路１４０°速力１３.５knで自動操舵により航行し

た。 

昇橋したときは、天気は曇りで視界は良かったが、衝突の約１０分前から

雨が降り出し、航海士Ａは、前方に見えていた３～４隻のいか釣り船の灯

火が見えづらくなり、操舵室前面ガラスのワイパーを作動した。１号レー

ダーを４海里（Ｍ）レンジとして使用していたが、レーダー画面の映りが

悪くなり、レーダーのＳＴＣ（海面反射抑制スイッチ）、ＦＴＣ（雨雪反

射抑制スイッチ）及びＧＡⅠＮ（信号増幅スイッチ）を調整していた。な
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お、視界制限状態時に行う汽笛の吹鳴については、余裕がなく思いつかな

かった。 

衝突の少し前、大雨となり、前方の漁船との距離が０.５～１.０海里

（Ｍ）となったところで、前方が全く見えなくなり、レーダー画面にも映

らなくなったので、自動操舵のまま左に１０°を２回繰り返した。その後、

自動操舵のまま針路を１８０°としたが、速力は変更せずに航行した。 

 航海士Ａは、船首前方にわずかな光芒が見えたような気がしたので、舵に  

よるキック∗２作用を利用して衝突を避けるため、左舵をとり、次に漁船がス

クリューに巻き込まれないようにするため、右舵一杯をとった。右舵一杯の

号令と同時に右舷側にサーチライトを点灯し、主機関を微速として右舷ウィ

ングに出たところ、右舷正横近くをＢ船が後方に流れて行くのが見えた。衝

突のショックは感じなかった。 

操舵輪の後方にいた甲板長Ａは、航海士Ａの指示により手動操舵により左

舵一杯、右舵一杯をとった。甲板長Ａの位置からは、１号レーダーの画面

は、降雨のためか白っぽくなり、船の映像が映らず、また漁船の灯火も見

えなかった。 

    航海士Ａは、衝突後に船内時計の２２時５０分を確認し、ＧＰＳプロッ 

ターの数値を海図に記入し、船内マイクで衝突したことを放送した。 

    船長Ａは、船内マイクの放送２～３分後に昇橋し、主機関停止の指示や右

舷ウイングに出たりした後、Ｂ船に接近し船名を確認し無線で海上保安庁に

報告した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、７日１６時３０分ごろ、船長Ｂ、甲板員Ｂ１及び別の甲板員 

（以下「甲板員Ｂ２」という。）が乗り組み、いか一本釣り漁をするため、

山口県角島漁港を出港し、角島西方沖の漁場に向かった。 

１８時１５分ごろ漁場に到着し、船長Ｂは、１８時２０分ごろ主機関を駆

動したままクラッチを切り、パラシュート式シーアンカー（以下「パラア

ンカー」という。）を投入し、パラアンカー索を約３０ｍ伸出し、１８時

３０分ごろから漂泊しながら操業を始めた。 

Ｂ船は、航海灯を消して３kＷの作業灯を前部で２個、後部で１個点灯し、

水中集魚灯１個を点灯し、レーダーをスタンバイ状態とした。船長Ｂは操 

                         
∗２ 船体は舵が発生する旋回モーメントによって回頭をはじめる。そして重心は原針路もしくは原針 

路よりも少し外方に押し出される。この重心の原針路からの横移動量を「キック（kick）」という。 

(昭和５１年９月発行「航海便覧」、海文堂出版) 
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舵室、甲板員Ｂ１は前部右舷側、甲板員Ｂ２は船首部に位置して、いか釣

りを始めた。  

付近には、Ｂ船の東方３～４Ｍ付近にＣ船、南方２.０Ｍ付近に別の僚船

（以下「Ｄ船」という。）が操業していた。 

２２時３０分ごろから、風が北ないし北東に変わり、雨は小降りとなり、

続いてザーと約５分くらい激しく降り、周りが全く見えなくなった。その

後、小降りになってから左舷前方からくるＡ船の緑色灯に気付いたが、Ｂ

船の前方を通過すると思った。 

船長Ｂは、操舵室から出て見ていたところ、衝突約４分前に、Ａ船がこの

ままではパラアンカーに引っかかると思い、パラアンカー索を切断しよう

と包丁を捜したが見つからず、近づくにしたがってＡ船は右に舵をとって

きたように思えた。 

船長Ｂは、船首にいてＡ船に気付いていない甲板員Ｂ２に向かって「船が

くるから」と叫んで操舵室に入り、主機関のクラッチを後進に入れて避け

ようとしたところ衝突した。衝突により、甲板員Ｂ１は右舷船尾まで飛ば

され、甲板員Ｂ２は船首倉に落ちた。 

船長Ｂは、衝突後、漁業無線機でＣ船に「事故をした」と連絡し、Ｃ船か

ら「わかった」と応答を受けた。 

   

本事故の発生日時は、平成２０年１０月７日２２時４７分２８秒ごろで、発生場

所は、角島灯台から２７２°１８.４Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 推定航行経路図（拡大図その１）、付図３ 

推定航行経路図（拡大図その２）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

  甲板員Ｂ１の口述によれば、甲板員Ｂ１は右肩を骨折する重傷を負い、甲板員 

Ｂ２は打撲を負った。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船は右舷船首部に擦過傷が生じ、Ｂ船は船首部が切断された。 

（写真１ Ａ船の状況、写真２ Ｂ船の状況 参照） 

(2) 船長Ｂの口述によれば、事故後の概要は次のとおりであった。 

① 衝突状況は、Ｃ船により角島漁業協同組合を経由して海上保安庁に通報さ

れ、僚船５隻と巡視艇１隻が救助にきた。 

② Ｂ船の甲板員２人は、僚船により角島漁港まで搬送された。 
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  ③ Ｂ船の分断された船尾部は僚船により同港までえい
・ ・

航され、切断された船

首部は、後日、海上保安庁により発見され、僚船により角島漁港までえい
・ ・

航

された。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

航海士Ａ 男性 ４1歳 

五級海技士（大韓民国免状） 

免許証交付日 ２００７年７月１０日 

  船長Ｂ 男性 ４８歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５５年３月４日 

      免許証交付日 平成２０年２月４日 

（平成２５年３月３１日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

航海士Ａ 

① 主な乗船履歴 

航海士Ａの口述によれば、２０歳から５００トンくらいの漁船に１８年間

乗り、１９８３年に五級海技士免状を取得し、１９９６年から大型漁船の

船長として乗船した。２００８年６月Ａ船の航海士として乗船した。 

② 健康状態 

航海士Ａの口述によれば、航海中は、アルコールを全く摂取せず、疲れや 

睡眠不足を感じてはいなかった。 

また、船員手帳によれば、裸眼視力は、左０.７と右０.９であった。 

船長Ｂ 

① 主な乗船履歴 

船長Ｂの口述によれば、１８歳の時から、家族所有の漁船に乗り、棒受け

網漁をしていたが、２年前からいか釣り漁を行っていた。 

② 健康状態 

    船長Ｂの口述によれば、疲れや睡眠不足を感じておらず、視力は良かっ

た。 

  

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 
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ＩＭＯ番号  ９２６８６６７ 

船 籍 港  ＪＥＪＵ（大韓民国） 

船舶所有者  WOOMIN SHIPPING CO.,LTD 

運航管理者  WOOLIM SHIPPING CO.,LTD 

総 ト ン 数  １,９７５トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ８７.３４ｍ×１４.００ｍ×７.３０ｍ 

船    質  鋼 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  １,９６０kＷ（連続最大） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  ２００３年５月２１日 

乗 組 員 数  １３人（大韓民国籍９人、ミャンマー連邦籍１人、中華 

人民共和国籍３人） 

(2)  Ｂ船 

漁船登録番号  ＹＧ２―７１７０ 

主たる根拠地  山口県豊浦郡豊北町 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ９.７トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １７.４３ｍ×３.１０ｍ×１.１７ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  １２０（漁船法馬力数） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  昭和６０年７月１３日 

 

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船の喫水は、船首１.６０ｍ、船尾４.７５ｍであった。 

(2) Ｂ船の喫水は、船長Ｂの口述によれば、船首０.６０ｍ、船尾１.８ｍで 

あった。 

 

2.5.3 Ａ船の操縦性能 

  Ａ船の海上試運転結果表によれば、次のとおりであった。 

   (1) 速力１４.５knにおける転舵に要する時間は、０°から３５°は１０秒、

左３５°から右３５°へは２０秒であった。 

(2) 速力１２.８knにおける左舵３５°での旋回角度に要する時間は、左転 
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１０°で３０秒、左転２０°で３８秒、左転３０°で４５秒であった。 

(3) 速力１２.８knにおける右舵３５°での旋回角度に要する時間は、右転 

１０°で３７秒、右転２０°で４５秒、右転３０°で５２秒であった。 

 

2.5.4 その他の設備及び性能等 

(1) Ａ船 

    ① 船長Ａの口述によれば、各航海機器類及び船体には、不具合はなかった。 

② 一般配置図から求めた船首前方の死角は、約８０ｍであった。 

(2) Ｂ船 

① 船長Ｂの口述によれば、各航海機器類及び船体には、不具合はなかっ

た。なお、電気ホーン１基を備えていたが、５年ほど前に故障したまま

で修理をしておらず、他に有効な音響を発するものを備えていなかった。 

    ② Ｂ船のＧＰＳプロッターに残されていた日本測地系の航跡から、漂泊開

始位置及び衝突位置を測定し、世界測地系に変換したところ、次のとお

りであった。 

     ａ 漂泊開始位置は、北緯３４°２１′４０.６″東経１３０°２７′ 

５３.５″ 

     ｂ 衝突位置は、北緯３４°２２′０７.７″東経１３０°２８′ 

１９.５″ 

 

２.６ 事故水域に関する情報 

 海図Ｗ１８０によれば、事故水域は下げ潮流時には最大２.４～２.７knの北東流が

あると記載されている。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

2.7.1 気象観測値 

事故現場の南東約３４Ｍに位置する下関地方気象台の事故当時の観測値は次のと

おりであった。 

  ２２時００分 天気 曇り、風向 東南東、風速 １.１m/s、湿度 ７９％ 

  ２３時００分 天気 曇り、風向 東南東、風速 １.５m/s、湿度 ８０％ 

 

 

2.7.2 乗組員等の観測 

航海士Ａ、船長Ｂ及び船長Ｄの口述によれば、事故現場付近の気象及び海象は、

次のとおりであった。 
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(1) 航海士Ａ 

     １９時３０分ごろ昇橋したときは、曇りで視界は良かったが、衝突の１０

分前ぐらいから、雨が降り出し、視界が悪くなり、衝突の少し前に大雨と

なって全く見えなくなり、衝突直前にＢ船の光芒が見えるようになった。

視程は約５０ｍであった。 

(2) 船長Ｂ 

衝突前には約５分ほど大雨が降り、やがて小雨となった。北ないし北東

の風７～８ｍで、波高１.５ｍであった。事故後は雨が止み、風はだんだん

強くなっていった。 

(3) 船長Ｄ 

     北の風で０.３knの北への潮流があった。 

 

２.８ Ａ船乗組員に対する安全指導 

(1)  船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

    運航管理者の担当者は、月に何回かは訪船してきて安全運航に努めるように

言っていた。ウルサン港を出港する前にも訪船指導を受けた。 

(2) 船長Ａの口述及びＡ船の「NIGHT ORDER BOOK（夜間船橋命令簿）」によれば、 

船長Ａは、平成２０年１０月７日に夜間船橋命令簿に、ウルサン港から大分港

への航海について、次の注意事項を記載し、当直航海士にサインを求めていた。 

① 今日、関門航路を通過予定 

② SA・LINE（ＳＡライン）の３時間前に門司ＣＧＲ（コーストガードラジ

オ）に報告すること 

③ CALL・POINT（船長への連絡位置）に注意すること 

④ 航海装備を十分に活用すること 

⑤ 操業中の漁船とは十分な距離を確保すること 

⑥ 当直者は必ず定位置にいること（SHARP LOOK OUT） 

⑦ 海図室において仕事は絶対にしないこと 

⑧ 海事法規を常に念頭におくこと 

⑨ 汽笛及び主機関はためらわずに使用すること 

⑩ 不安な時はいつでも船長を呼ぶこと 

 

 

２.９ その他関連する情報 

 海上衝突予防法の解説（平成１９年６月発行、海上保安庁監修、海文堂）によれば、

同法第６条第９号についての解説として、次のとおり記述されている。 
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(9) 干渉原因 

雨が強いとき又は風浪が大きいときなど、これらの反射電波をレーダーがと

らえるため、大きな物標でさえもハッキリ識別できないことがある。このよう

な場合は、Ｓ．Ｔ．Ｃ（海面反射抑制）またはＦ．Ｔ．Ｃ（雨雪反射抑制）に

より、それらの不要反射電波を制御しなければならないが、干渉がひどいとき

は速力を落とす必要がある。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、両船の衝突に至る経過は、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

２２時３５分０８秒～同４４分５７秒ごろまで、自動操舵により対地針

路及び船首方位が１３８°～１４３°速力１２.８～１３.１knで航行して

いた。同４５分０８秒ごろ、前方で操業中のＢ船を見失い、左に転じ、速

力１２.８kn対地針路が１３９°船首方位１３８°となった。 

その後、右転し、２２時４７分００秒ごろ針路約１８０°で航行中、前

方にＢ船の灯火を認め手動操舵に切り替え左転したが、同４７分２８秒ご

ろ速力１０.５kn対地針路１７７°船首方位１７４°となり、衝突した。 

(2) Ｂ船 

１８時２０分ごろ北緯３４°２１′４０.６″東経１３０°２７′ 

５３.５″でパラアンカーを投入し、漂泊して操業中のところ衝突した。 

 

3.1.2 衝突の状況 

(1) 衝突位置 

2.1.1⑤及び2.5.4(2)②ｂから、衝突位置については、Ｂ船のＧＰＳ 

プロッター衝突位置とそれに近いＡ船のＡＩＳ記録により、北緯３４° 

２２.１′東経１３０°２８.３′付近であったものと考えられる。 

 

(2) 衝突時刻 

２.１及び上記衝突位置から、衝突時刻については、Ａ船のＡＩＳ記録に

より２２時４７分２８秒ごろであったものと考えられる。 
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３.２ 事故の要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

２.４から、航海士Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。また、

本事故当時、正常な判断及び行動をとることができたものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

(1) Ａ船 

2.5.4(1)から、船体、機関及び機器類には不具合又は故障はなかったも

のと考えられる。 

(2) Ｂ船 

2.5.4(2)から、船体、機関及び機器類には音響信号装置を除き不具合又

は故障はなかったが、音響信号装置については修理せず、有効な音響によ

る信号を行うことができる他の手段を講じていなかったものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.７から、本事故時は天気雨、東南東の風７～８ｍ/s、波高約１.５ｍ、視程約

５０ｍであったものと考えられる。 

 

3.2.4 見張りの状況 

  ２.１から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① ２２時３７分ごろ、雨の影響でＢ船のレーダー映像及び灯火が見えづ

らくなったものと考えられる。 

② ２２時４５分０８秒ごろ、Ｂ船との距離が約０.５Ｍとなったが、航海

士Ａはレーダーの適切な調整ができず、映像を表示できなくなった可能

性が考えられる。また、航海士Ａは、レーダーの調整を行っている間、

Ｂ船の見張りを行っていなかったため、Ｂ船の灯火を見失った可能性が

あると考えられる。 

    ③ ２２時４７分１８秒ごろ、Ｂ船に約１００ｍまで接近し、再びＢ船の灯

火を認めたものと考えられる。 

 

(2) Ｂ船 

① ２２時３０分ごろ、小雨の後、約５分間激しい雨となったものと考え

られる。 

② ２２時３５分ごろ、激しい雨から小雨となり、左舷前方からＡ船が約
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２.５Ｍに接近してきたことで、Ａ船の右のげん灯である緑色灯に気付い

たものと考えられる。このとき、緑色灯のほかにマスト灯、左のげん灯

の紅色灯も視認でき、衝突のおそれが生じた可能性が考えられる。 

③ ２２時４３分ごろ、船長Ｂは、Ａ船がパラアンカーに衝突すると判断

し、その後、Ａ船が右転しながらＢ船に接近していることに気付いたも

のと考えられる。 

 

3.2.5  操船の状況 

(1) Ａ船 

     ２.１、2.5.3及び3.2.4から、次のとおりであった。 

① ２２時３５分０８秒ごろ、船首方位１４１°対地針路１３８°速力 

１２.９knであり、２２時３５分ごろは自動操舵により針路１４０°速力

約１３.０knで航行していたものと考えられる。 

② ２２時３７分ごろ、前方のいか釣り船の灯火を視認し、移動せず操業

している漁船と判断したものと考えられる。船首方向約２.０ＭにＢ船の

灯火を認め、雨の影響により、レーダーの映像が見えづらくなったこと

から、レーダーの調整をしたものと考えられる。なお、視界制限状態に

おける音響信号（以下「霧中信号」という。）は吹鳴していなかったも

のと考えられる。 

③ ２２時４５分０８秒ごろ、Ｂ船に約０.５Ｍまで接近した際、レーダー

映像も漁船の灯火も見えなくなったが、安全な速力としなくても左転し

てＢ船との通過距離を広げれば良いと判断して左転し、船首方位を 

１３２°としたものと考えられる。 

④ ２２時４７分００秒ごろ、航海士Ａは、Ｂ船に約０.５Ｍまで接近して

から約１３.０knの速力で約２分間航行したのでＢ船を既に通過したと思

い込み、元の針路である１４０°に復帰するため、右転して針路を約 

１８０°とした可能性があると考えられる。 

⑤ ２２時４７分１８秒ごろ、Ｂ船に約１００ｍまで接近し、再びＢ船の

灯火を視認したため、これを避けようとして、キック作用を利用し、左

舵一杯とした。 

⑥ Ａ船の船首がＢ船をかわしたとき、右舵一杯としたが、転舵に要する

時間が約２０秒であることから、Ａ船は左転が継続していた。 

    ⑦ ２２時４７分２８秒ごろ左転中、速力約１０.５knで衝突した。Ａ船の

右舷ほぼ正横にいるＢ船にサーチライトを照射した。 

⑧ ２２時４７分４５秒ごろ右転針が始まった。 
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(2) Ｂ船 

     ２.１、2.5.4(2)及び3.2.4から、次のとおりであったものと考えられる。 

① ２２時３５分ごろ、雨の影響により約２.５Ｍに接近したとき初めてＡ

船を視認したが、パラアンカーを使用して漂泊しながら操業を継続した。

なお、レーダーを起動していたが、作動はしていなかった。 

    ② ２２時４３分ごろ、Ａ船が約１.０Ｍに接近し、パラアンカーに衝突す

ると判断し、パラアンカーの索を切断しようとしたが、その後、Ａ船が

右転しながらＢ船に接近してきたことから、主機関のクラッチを後進に

入れて避けようとしたが衝突した。 

③ 音響信号設備を修理せず、有効な音響による信号を行うことができる

他の手段を講じていなかったことから、霧中信号及び注意喚起信号を行

うことができなかった。 

 

3.2.6 Ａ船の安全管理の状況 

２.８から、航海士Ａは、運航管理者の担当者の訪船により安全運航指導を受け、

船長Ａの記載した夜間船橋命令簿も確認していることから、海事法規を理解し、漁

船とは十分な距離を離すこと、汽笛及び主機関はためらわずに使用すること、不安

な時は船長を呼ぶことを理解していたものと考えられる。 

 

3.2.7 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.７及び3.1.1～3.2.5から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

    ① ２２時３５分０８秒ごろ、船首方位１４１°対地針路１３８°速力 

１２.９knであり、２２時３５分ごろは自動操舵により針路１４０°速力

約１３.０knで航行していたものと考えられる。  

② ２２時３７分ごろ、針路約１４０°速力約１３knで航行中、Ｂ船に約

２.０Ｍまで接近した際、雨の影響により視界が悪くなり、前方で移動せ

ず操業していたＢ船のレーダー映像及び灯火も見えづらかったが、霧中

信号を吹鳴しなかったものと考えられる。 

    ③ ２２時４５分０８秒ごろ、Ｂ船に約０.５ＭとＢ船まで接近した際、Ｂ

船の灯火及びレーダー映像を見失ったが、安全な速力に減じなくても左

転してＢ船との通過距離を広げれば良いと判断したため左転し、船首方

位を約１３２°としたものと考えられる。 

④ ２２時４７分００秒ごろ、Ｂ船を通過したものと思い込み、元の針路

である１４０°に復帰するため、右転して針路を約１８０°としたものと
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考えられる。 

⑤ ２２時４７分１８秒ごろ、Ｂ船に約１００ｍと接近し、再び前方にＢ

船の灯火を認めたため、キック作用を利用してＢ船を避けようとしたが、

同４７分２８秒ごろ衝突したものと考えられる。 

(2) Ｂ船  

     ① ２２時３５分ごろ、雨の影響により、約２.５Ｍに接近したとき初めて

Ａ船を視認したが、パラアンカーを使用して漂泊しながら操業を継続し

たものと考えられる。なお、レーダーを起動していたが、作動はしてい

なかったものと考えられる。 

     ② ２２時４３分ごろ、Ａ船が約１.０Ｍに接近し、パラアンカーに衝突す

ると判断し、パラアンカーの索を切断しようとしたものと考えられる。

その後、Ａ船が右転しながらＢ船に接近していることに気付き主機関の

クラッチを後進に入れて避けようとしたが、衝突したものと考えられる。 

③ 音響信号設備を修理せず、有効な音響による信号を行うことができ 

る他の手段を講じていなかったことから、霧中信号及び注意喚起信号を

行うことができなかったものと考えられる。 

 

以上のことから、Ａ船は、霧中信号を行い、安全な速力に減じて航行し、また、他

船を見失った場合には停止するなどして他船との安全を確認することが望まれる。 

Ｂ船は、漂泊中であってもレーダーを使用するなど周囲の適切な見張りを実施し、

Ａ船が接近する場合には、早めに注意喚起信号を行うなどしていれば、衝突を回避で

きた可能性があると考えられる。また、霧中信号及び他船が接近した場合の注意喚起

信号を行うため、発航前に汽笛の整備をすることが望まれる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、夜間、視界制限状態にある角島西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船

がパラアンカーを使用して漂泊しながら操業中、Ａ船が、衝突約２分前にそれまで前

方に視認していたＢ船を見失った際に、速力を減じず通過距離を広げようとして針路

を変更したのみで航行したため、Ａ船とＢ船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 Ａ船がＢ船を見失った際に、速力を減じず通過距離を広げようとして針路を変更し

たのみで航行したのは、航海士Ａが、針路変更するだけでＢ船を通過できると判断し
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たことによるものと考えられる。Ａ船がＢ船を見失ったのは、航海士Ａが、レーダー

を適切に調整できなかったこと、及びレーダーの調整を行っている間、Ｂ船から目を

離したことによる可能性があると考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 

20M 

m
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付図２ 推定航行経路図（拡大図その１） 

Ａ船 

Ｃ船 

Ｄ船 

２２：３７ごろ雨となり、Ａ船は漁船の灯火が見えづら

くなった 

２２：４５ごろ、約０.５ＭでＡ船はＢ船を見失い、左

転した。 

２２：４７ごろ、針路約１８０°に変針。その後、Ｂ船

を認め「左舵一杯」、「右舵一杯」とした。 

Ｂ船のＧＰＳプロッターに表示さ

れていた衝突位置 

Ｂ船の漂泊開始位置 

140° 

-
1
7
-
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付図３ 推定航行経路図（拡大図その２） 

衝突位置 

(B船のＧＰＳプロッターに表

示されていた位置） 

Ａ船 

22:47:49 

140° 

22:45:08（左転針） 

22:46:18 

22:47:00 

（約180°へ） 

左転中 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻 速力 緯度 経度 対地針路 船首方位
 22:35:08 12.9 34-24-09.2 130-26-18.7 138 141
22:37:08 13.0 34-23-49.1 130-26-39.5 138 142
22:42:08 13.1 34-22-59.3 130-27-29.9 140 143
22:44:57 12.8 34-22-30.8 130-27-58.0 141 140
22:45:08 12.8 34-22-29.3 130-27-59.5 139 138 【左転針】
23:45:18 12.8 34-22-27.5 130-28-01.3 137 137
23:45:28 12.8 34-22-26.0 130-28-03.2 135 134
23:45:37 12.7 34-22-24.5 130-28-05.1 133 133
23:45:48 12.7 34-22-23.2 130-28-06.8 131 133
22:45:57 12.7 34-22-21.8 130-28-08.7 131 132
22:46:18 12.7 34-22-19.0 130-28-12.8 130 136
22:46:28 12.7 34-22-17.3 130-28-14.9 131 137
22:46:37 12.7 34-22-16.2 130-28-16.4 131 142
22:46:45 12.7 34-22-15.0 130-28-17.8 133 149
22:46:48 12.6 34-22-14.7 130-28-18.2 133 154
22:46:51 12.5 34-22-14.0 130-28-18.8 135 158
22:46:53 12.5 34-22-13.7 130-28-19.1 136 161
22:47:00 12.2 34-22-12.4 130-28-20.2 141 173 【180°へ】
22:47:05 11.9 34-22-11.7 130-28-20.7 143 179
22:47:08 11.4 34-22-11.0 130-28-20.9 149 182
22:47:10 11.3 34-22-10.9 130-28-20.9 150 183
22:47:14 10.9 34-22-10.0 130-28-21.1 157 184
22:47:18 10.5 34-22-09.3 130-28-21.1 164 183 【左転針】
22:47:20 10.5 34-22-09.1 130-28-21.1 166 182
22:47:24 10.5 34-22-08.4 130-28-21.1 170 180
22:47:28 10.5 34-22-07.5 130-28-20.9 177 174 【衝突】
22:47:31 10.6 34-22-07.3 130-28-20.9 178 171
22:47:40 10.7 34-22-05.4 130-28-21.1 177 167
22:47:45 10.8 34-22-04.6 130-28-21.3 173 169 【右転針】
22:47:49 10.6 34-22-03.5 130-28-21.7 169 170
22:48:18 9.5 34-21-59.0 130-28-23.0 167 183
22:49:05 6.7 34-21-53.0 130-28-22.7 193 226
22:50:01 4.2 34-21-49.5 130-28-19.3 232 266
22:51:00 2.7 34-21-48.7 130-28-15.6 261 293

付表１　Ａ船のＡＩＳ記録
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写真１ Ａ船の状況 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の状況 

 




